
 - 131 -

 

 

 

 

 

 

第４編 体制・基盤整備、総合評価 
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第１章 人材育成体制の整備 

（１）基本的考え方 

○ 健診・保健指導事業の企画立案・実施・評価が本プログラムに基づき適切に実

施されるよう、これらの業務を行う者は、都道府県等が実施する研修に積極的に

参加するとともに、常に自己研鑽に努める必要がある。 

 

○ 国、都道府県、市町村、医療保険者、医療関係団体等は、健診・保健指導事業

の企画立案・実施・評価の業務を行う者に対し、最新の科学的知見に基づいた効

果的な保健指導の知識・技術を修得するための研修や、具体的な保健指導の事例

の情報提供など人材育成の機会を提供する必要がある。 

 

（２）国の役割 

 国は、全国において一定レベル以上の人材の質が確保されるよう、健診・保健指

導に関する人材育成の体系や研修に関するガイドラインを作成し、都道府県等に示

すとともに、都道府県等が研修を行う際に使用することができる学習教材等を作

成・提供する。 

また、国は、国立保健医療科学院において都道府県の指導者（健診・保健指導に

関する研修を企画立案する者）等に対する研修を行う。 

 

（３）都道府県の役割 

 都道府県は、国が示した健診・保健指導に関する人材育成の体系や研修に関する

ガイドラインを踏まえ、健診・保健指導事業の企画立案・実施・評価の業務を行う

者を対象に、①企画立案・評価に関する知識・技術、②最新の科学的知見に基づい

た効果的な保健指導の知識・技術、③ポピュレーションアプローチとの効果的な組

合せ等に関する研修を実施する。 

また、これらの研修を実施するため、都道府県は、地域の医療関係団体、教育機

関等の協力を得て、研修を行う講師等を確保するとともに、都道府県が実施する研

修会と医療関係団体等が実施する研修の開催日時が重なったり、同じ内容となった

りしないよう、都道府県が中心となって、研修を行う団体間の調整を行う。 

さらに、都道府県は、当該都道府県内において健診・保健指導を行う人材の確保

が困難な地域が発生しないように、市町村の求めに応じて、当該市町村に研修を行

う講師等を派遣し、研修を実施するなど各都道府県内で研修の実施体制が確保でき

るよう配慮する。 
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（４）市町村の役割 

 市町村は、保健事業（①医療保険者としての健診・保健指導、②住民に対する生

活習慣病予防のためのポピュレーションアプローチ）に従事する保健師、管理栄養

士等に対して、市町村自らが研修を行うことに加え、都道府県、医療関係団体等が

実施する研修を受けさせることが必要である。 

また、医療保険部門と衛生部門のジョブローテーション1により、健診・保健指

導とポピュレーションアプローチとの効果的な組合せを企画立案できる人材の育

成を行うことや、健診・保健指導の経験を有する者を都道府県等が実施する研修の

講師とする等の協力を行うことも必要である。 

 さらに、市町村は、これまで健康づくりに関するボランティアを育成してきたと

ころであるが、生活習慣病対策の充実・強化を図る観点から、引き続き健康づくり

を推進するボランティア育成のための研修を実施することが必要である。 
 

（５）医療保険者の役割 

 医療保険者は、健診・保健指導事業の企画立案・実施・評価の業務を行う者に対

して、医療保険者自らが研修を行うことに加え、都道府県、医療関係団体等が実施

する研修を受けさせることが必要である。 

 また、医療保険者の団体は、最新の科学的知見に基づいた効果的な健診・保健指

導が実施されるよう、医療関係団体、教育機関等の協力を得て、資質の向上を継続

的に図られるよう団体所属の医療保険者に対し、医療保険者が研修を行う際に使用

することができる学習教材等を作成・提供することや、医療保険者団体自ら研修を

実施するなど医療保険者が行う人材育成を支援していくことが必要である。 

 

（６）医療関係団体の役割 

 日本医師会、日本看護協会、日本栄養士会等の医療関係団体及び当該団体の都道

府県支部は、保健指導を実施する者の資質の向上を図るため、積極的に研修会を行

うことが求められる。研修会の実施に際しては、複数の医療関係団体が協力し、共

同で実施することや、日本歯科医師会や日本薬剤師会等の医療関係団体及び当該団

体の都道府県支部から講師を紹介してもらうことなど、複数の職種で構成されるチ

ームによる保健指導に繋がるような配慮も必要である。 

また、保健指導に従事する医師等については、内臓脂肪症候群（メタボリックシ

ンドローム）の概念を導入した保健指導に関する知識・技術を有することが必須で

あることから、関係団体、学会等が保健指導に関連し、特に認定する既存の資格（日

本医師会認定健康スポーツ医など）の養成課程においても、そのような観点からの

研修内容の見直しの検討が求められる。 

                                                  
1 資質向上のため、人材育成計画に基づいて、職務の異動を行うこと。 
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第２章 最新の知見を反映した 

    健診・保健指導内容の見直しのための体制整備 

 

（１）基本的考え方 

○ どのような健診項目等を設定し、保健指導を実施すれば、効果的・効率的に被

保険者の生活習慣病予防が図られるのかを評価するため、各医療保険者は、健

診・保健指導に関するデータを継続的に蓄積することが必要となる。 

 

○ 各医療保険者が蓄積したデータについては、個人情報の保護に十分留意しつつ、

国において分析・評価し、その結果を健診・保健指導プログラムに反映すること

が必要である。 

 

（２）国の役割 

国は、医療保険者の協力を得て、健診・保健指導データを統計的に処理・分析す

るために収集し、関係学会等の協力を得て評価を行う。その評価結果を踏まえ、医

療保険者による効果的・効率的な健診・保健指導の実施のために必要な場合には、

健診項目、保健指導の内容等を見直していく必要がある。なお、政府の「IT 新改革

戦略」においては、「個人が生涯を通じて健康情報を活用できる基盤づくり」※をめ

ざし、個人情報の保護に十分留意しつつ、健診結果を電子データとして継続的に収

集し、適切に管理するための仕組みや、疾病予防の推進のため、健康情報を収集、

活用する方策を確立することとされている。 

また、国は、健診・保健指導データの評価を踏まえ、保健指導に用いる学習教材

等の作成を行う。このような学習教材の作成に際しては、独立行政法人国立健康・

栄養研究所における研究成果や調査結果の活用について協力を得ながら、国立保健

医療科学院が中心となり、学習教材を作成していくことが必要となる。さらに、国

立保健医療科学院においては、保健指導を行う際の支援材料、学習教材等をインタ

ーネットで公開し、自由にダウンロードできるシステムを構築すべきである。 

また、国立保健医療科学院においては、健診・保健指導内容の科学的根拠を継続

的に収集し、評価するため、健診・保健指導データ等を分析する機能・役割が必要

となる。 

さらに、国は、最新の知見を反映した健診・保健指導を確実に行うために、保健

師、管理栄養士等の基礎教育において必要な知識・技術を習得させる必要があり、

これらの養成カリキュラムの見直しの検討を行うことも必要である。 
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※ IT 新改革戦略（平成 18 年 1 月 19 日、IT 戦略本部〔本部長 内閣総理大臣〕） 

（Ｐ１３より抜粋） 

（個人が生涯を通じて健康情報を活用できる基盤づくり） 

１．生涯にわたる健診結果を電子データとして継続的に収集し、適切に管理するための仕組み（収

集すべき健診項目、標準的なデータ形式、管理運営方法等）を 2007 年度までに確立する。 

２．電子データとして収集される健診結果等の健康情報を個人、保険者等が活用するための基盤

（健康情報を管理するデータベース、IC カードを活用した個人による自らの健康情報への参照

機能等）の整備を 2008 年度までに開始し、2010 年度までにその普及を推進する。 

３．疾病予防の推進等に向け、収集された健康情報の活用方策を 2010 年度までに確立する。 

 

 

（３）関係学会の役割 

関係学会は、国が行う健診・保健指導データの分析・評価について協力し、学会

における最新の知見などの議論を踏まえ、健診・保健指導プログラムの見直しを行

う必要性やその内容について国に対し協力を行うことが望まれる。 

 

（４）都道府県の役割 

都道府県においては、医療保険者や地域の大学・研究機関等の協力を得て、健診・

保健指導データを統計的に処理・分析し、評価を行うことにより、都道府県におけ

る健康づくり施策や都道府県が実施する研修内容へ反映させるとともに、各地域の

保険者協議会と地域・職域連携推進協議会間との健診・保健指導の効果の評価、研

修内容の相互評価、委託先の事業者のサービスの質の相互評価を図る場を提供する

ことが必要である。 

 

（５）市町村の役割 

  市町村においては、保健事業（①医療保険者としての健診・保健指導、②住民に

対する生活習慣病予防のためのポピュレーションアプローチ）を総合的に実施する

ため、衛生部門の医師、保健師、管理栄養士等がレセプトや保健指導データ等を活

用（医療保険者としての個人情報保護に抵触しない方法での利用が前提）すること

により地域ごとの課題を明確にした上で、ポピュレーションアプローチを効果的・

効率的に実施していくことが必要である。 

 

 

 

 



 - 137 -

（６）その他 

  今後、健診・保健指導データの蓄積が進むにつれ、医療保険者自らが実施する場

合も含め、健診・保健指導の質の管理・評価を行うための第三者評価の仕組みが必

要となると考えられるため、都道府県地域・職域連携協議会の活用等を含め、第三

者機能評価の在り方について検討を進める必要がある。 
 




